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◆ 共済組合の経理   
◆ 財政再計算について  
◆ 出産費及び出産費付加金等の変更のお知らせ 
◆ 育児休業手当金の変更のお知らせ   
◆ 高額介護合算療養費の支給が始まります  
◆ 「医療費のお知らせ」について  
◆ 入院で高額な医療費がかかりそうなときは・・・ 

◆ シリーズ　短期給付のツボ！～傷病手当金～  
◆ 障害共済年金について 
◆ 住宅等貸付事業の新規貸付の休止について  
◆ 特定保健指導を受けましょう！ 
◆ 脱タバコ 
◆ インフルエンザに負けない免疫力アップ食生活 
◆ こんにちは！健康相談室です 
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　大阪市では、近年、身近で手軽にできるスポーツとして実践する人が増えている「ウオーキング」に着目し、この秋、大阪城公園 西の丸庭園
を基点に大ウオーキングイベント『水と歴史の都　大阪ウオーク』を開催します。 
　ウオーキングコースは、お子様向け３kmから脚力に自信のあるウオーカー向け40kmまで、大阪の水と歴史に関係の深い箇所めぐる10コースを
設けております。 
　まちを知り、水を感じ、歴史とともに歩む。大阪のまちの魅力を歩いて体感してみませんか！？参加資格に制限はありませんので奮ってお申込
みください（参加料必要）。会場ではウオーキング以外にも様々なイベントを盛りだくさんご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております。 
 
開催日程：2009年10月10日（土）・11日（日） 
会　　場：大阪城公園　西の丸庭園　※会場はウオーキングの出発とゴールになります。ただし、一部のコースで出発地が異なります。 
U　R　L：http://www.osakawalk. jp/　　　　お問合せ：大阪ウオーク事務局　TEL：6232－1601
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の べ 支 給 件 数  支 　 給 　 額  

療 養 の 給 付  

家 族 療 養 の 給 付  

薬 剤 支 給  

そ の 他 の 保 健 給 付  

育 児 休 業 手 当 金  

そ の 他 の 休 業 給 付  

 

家 族 療 養 費 附 加 金  

そ の 他 の 附 加 給 付  

2 8 4 , 1 9 9 件  

3 9 7 , 0 0 7 件  

2 3 1 , 5 1 3 件  

8 3 , 2 4 4 件  

3 , 1 3 5 件  

6 8 4 件  

1 件  

3 , 2 3 9 件  

1 , 2 4 3 件  

3 , 7 3 7 件  

3 , 2 5 4 , 6 4 5千円  

4 , 5 7 8 , 2 6 1千円  

1 , 3 4 6 , 9 4 6千円  

1 , 4 4 1 , 2 7 5千円  

3 8 3 , 1 6 2千円  

1 9 9 , 0 1 8千円  

2 5 7千円  

1 1 4 , 3 6 5千円  

8 3 , 8 7 2千円  

1 3 1 , 6 5 3千円  

災 害 給 付  

一 部 負 担 金 払 戻 金  

 

保 健 給 付  

休 業 給 付  

附 加 給 付  

区 分  
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　共済組合の経理は、給付や事業ごとに区分されており、短期・長期・業務・保健・貸付・基

礎年金支払の６経理からなっています。各経理において平成20年度決算が確定しましたのでご

報告します。 

 

短期経理 
　組合員とその被扶養者の病気・けが・出産・死亡・休業又は災害に対して給付を行っている

経理で、組合員の掛金や事業主の負担金をもって、その資金としています。 

 

収支の状況 
　収入総額は239億３千万円で、内訳は事業主の負担金が102億４千万円、組合員の掛金が104億

4千万円、全国市町村職員共済組合連合会から交付される育児・介護休業手当金交付金が３億９

千万円、預貯金利息ほか雑収入等が28億７千万円となっています。 

　一方、支出総額は254億１千万円で、内訳は各種給付金が115億３千万円、高齢者医療等の拠

出金が112億円、連合会等への拠出金が７億２千万円、業務経理への繰入が３千万円、次年度繰

越支払準備金が19億２千万円となっています。 

　なお、収入と支出の差は14億８千万円となり、当期利益金として計上しました。 

 

給付の状況 
平成20年度における給付の状況 
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42000人 

41000人 

40000人 

39000人 

38000人 

37000人 

36000人 

35000人 

34000人 

33000人 

32000人 

支出総額 
８８,９８１百万円 

収入総額 
６７,６７６百万円 
収入総額 

５９,８６０百万円 

掛金 
１７,８４３百万円 
２０.０５％ 

運用収入運用収入 
３,８３３百万円百万円 
４.３１％ 

運用収入 
３,８３３百万円 
４.３１％ 

その他 
３,５１６百万円 
３.９５％ 

負担金 
３４,６６９百万円 
３８.９６％ 

退職給付 
５７,６６２百万円 
６４.８０％ 

遺族給付 
１６,１６６百万円 
１８.１７％ 

基礎年金拠出金等 
１４,５７８百万円 
１６.３８％ 

業務経理 
への繰入 
５２百万円 
０.０６％ 

障害給付　０.５９％ 
５２４百万円 

収支差引額 
３２.７３％ 
２９,１２０百万円 
長期給付積立金より 
取り崩し 
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長期経理 

　組合員の退職等によって生じる退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金等の支給を行っ

ている経理で、組合員の掛金や事業主の負担金をもって、その資金としています。 

収支の状況 

　収入総額は598億６千万円で、内訳は事業主

の負担金が346億７千万円、組合員の掛金が

178億４千万円、積立金の運用収入が38億３千

万円、その他が35億２千万円となっています。 

　一方、支出総額は889億８千万円で、内訳は

年金給付が743億５千万円、基礎年金拠出金等

が145億８千万円、業務経理への繰入が５千万

円となっています。 

　なお、収入と支出の差は291億２千万円とな

り、長期給付積立金より取り崩し、これによ

り平成20年度末の長期給付積立金は2,199億９

千万円となりました。 

給付の状況 

　平成20年度の給付の状況は、表－２のようになっています。また、表－３は、過去５年間の

年金受給権者数の推移で、年々増加してきています。 

件 数  支 給 額  
28,883件 
320件 

11,239件 
40,442件 

57,662,187千円 
524,492千円 
16,166220千円 
74,352,899千円 

退職給付 
障害給付 
遺族給付 
合　　計 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

＊負担金には、事業主負担のほか基礎年金に要する費用である公的負
担金、共済組合設立前の期間にかかる費用である追加費用を含む。 

表－１　平成20年度収支状況 

表－３　年金受給権者数の推移 
表－２　平成20年度における給付の状況 

区 分  
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資産総額 

２１９,９９４百万円 

長期貸付金 
１５.１１％ 有価証券 

２８.６９％ 
その他 
１１.２７％ 

委託運用 
４４.９３％ 
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表－４　平成20年度末における資産の構成割合 

資産の概況 
　将来の年金原資である積立金は、安全かつ効率的

な方法により、また、組合員の福祉の増進等に資す

るように運用しなければならないとされており、具

体的な運用方法については、法令等により定められ

ています。 

　平成20年度末の資産総額は、2,199億９千万円で、

内訳は大阪市債等の有価証券が631億１千万円、投

資顧問会社等への委託運用資産が988億４千万円、

組合員への住宅資金貸付事業等に要する長期貸付金

が332億５千万円、その他の流動資産が247億９千万

円となっています。 

　また、平成20年度中の資産の運用利回りは、

1.65％となっています。 

 

 
業務経理 
　短期給付及び長期給付に係る事務費を執行する経理です。財源は、事業主の負担金及び短期

経理及び長期経理からの繰入れをもって、その資金としています。 

収支の状況 
　収入総額は２億６千万円で、内訳は事業主の負担金が１億８千万円、短期経理からの繰入が

３千万円、長期経理からの繰入が５千万円となっています。 

　一方、支出総額は２億６千万円で、内訳は事務費等が３千万円、委託費１億５千万円、その

他２千万円となっています。 

　収入と支出の差は５千万円となり、当期利益金として計上しました。 

 
 
保健経理 
　組合員とその被扶養者の健康の保持増進を目的とした各種事業に要する経費を執行する経理

で、組合員の掛金や事業主の負担金をもって、その資金としています。 

収支の状況 
　収入総額は７億３千万円で、内訳は事業主の負担金が３億６千万円、組合員の掛金が３億６

千万円となっています。一方、支出総額は７億３千万円で、内訳は各種検診事業を実施する経

費である厚生費３億３千万円、特定健康診査等に要する経費が７千万円、その他健康相談、健

康教育に要する経費等７千万円となり、差引２億６千万円を当期利益金として計上しました。 
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平成 2 0年度  前年度対比較増減  
6 0件  

4 0 4 , 4 0 0千円  
1件  

2 , 8 0 0千円  
9件  

2 5 , 6 0 0千円  
9件  

8 9 0千円  
3 0件  

1 0 , 5 0 0千円  

3 0件  
1 6 2 , 6 0 0千円  

0件  
0千円  
2件  

6 , 0 0 0千円  
2 4件  

1 , 9 5 8千円  
8 3件  

2 9 , 0 5 0千円  

△ 3 0件  
△ 2 4 1 , 8 0 0千円  

△ 1件  
△ 2 , 8 0 0千円  

△ 7件  
△ 1 9 , 6 0 0千円  

1 5件  
1 , 0 6 8千円  

5 3件  
1 8 , 5 5 0千円  

1 , 3 8 6 , 2 6 9千円  
2 8 8 , 3 2 0千円  
5 2 , 4 8 7千円  

1 , 7 2 7 , 0 7 6千円  

住 宅 貸 付  
 
災 害 貸 付  
 
介 護 住 宅 貸 付  
 
高 額 医 療 貸 付  
 
出 産 貸 付  

区 　 分  平成 1 9年度  

支 給 額  
2 3 0 1件  
2 7 9件  
4 6件  

2 , 6 2 6件  

の べ 支 給 件 数  
老 齢 基 礎 年 金  
障 害 基 礎 年 金  
遺 族 基 礎 年 金  
合 　 　 　 　 計  

区 分  

貸付経理 
　住宅取得等に要する資金の貸付、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のために要
する資金の貸付、組合員及びその被扶養者の出産に要する費用の貸付を行っている経理で、長
期経理からの借入をもって、その資金としています。 
 
収支の状況 
　収入総額は11億２千万円で、内訳は組合員貸付金利息10億円、団信特約保険料等で１億２千
万円となっています。一方、支出総額は10億５千万円で、内訳は支払利息８億３千万円、保険
料等で２億２千万円となり、差引７千万円を当期利益金として計上しました。 
　貸付実績は、表－５のとおりとなっており、平成20年度末での総貸付件数は8,147件、貸付総
額は364億円となっています。 

表－５　貸付区分別貸付実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
基礎年金支払経理 
　年金の加入歴が大阪市のみの方について、国民年金（基礎年金）の支給を社会保険庁に代わ
って行う経理で、財源は社会保険庁からの国庫金によりまかなわれています。 
 
収支の状況 
　社会保険庁から基礎年
金国庫金として交付され
る収入17億３千万円に対
し、年金受給者に対する
支出も同額の17億３千万
円となっています。 
 

※なお、当共済組合ホームページにおいても、平成20年度決算書を公開しています。 
（URL　http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/） 

平成20年度における給付の状況 
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※掛金・負担金の標準となる最高限度額は、給料496,000円、期末手当等1,500,000円です。 

掛 金 率  負 担 金 率  計 
平成２１年９月 
　～平成２２年８月 
平成２２年９月 
　～平成２３年８月 
平成２３年９月 
　～平成２４年８月 
平成２４年９月 
　～平成２５年８月 
平成２５年９月 

　以降の月分 

定 例 給 料  
期末手当等  
定 例 給 料  
期末手当等  
定 例 給 料  
期末手当等  
定 例 給 料  
期末手当等  
定 例 給 料  
期末手当等  

94.7125 
75.77

94.7125 
75.77

189.4250 
151.54

96.9250  
77 .54    
99 .1375  
79 .31    
101 .3500 
81 .08    
103 .5625 
82 .85

（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 

96.9250  
77 .54    
99 .1375  
79 .31    
101 .3500 
81 .08    
103 .5625 
82 .85

（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 
（+2.2125） 
（+1.77） 

193 . 8500  
155 . 08　 
198 . 2750  
158 . 62　 
202 . 7000  
162 . 16　 
207 . 1250  
165 . 70

（+4.425） 
（+3.54） 
（+4.425） 
（+3.54） 
（+4.425） 
（+3.54） 
（+4.425） 
（+3.54） 

区 分  
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財政再計算につ いて  
―  平成２１年９月１日から、掛金率と負担金率が改定されました ― 

保険料率の再計算 
　私たちの年金を支えているのは、組合員の掛金と地方公共団体（大阪市）の負担金です。掛
金及び負担金の額は、給料及び期末手当等にそれぞれ掛金率・負担金率を乗じて算出されてお
り、掛金率と負担金率（公的負担分を除く）を合わせたものを保険料率といいます。 

　保険料率は、掛金・負担金などの収入と年金給付などの支出がおおむね100年間において均衡
するように算定されていますが、社会経済情勢の変化等によって予測とズレが生じるために、
少なくとも５年ごとに保険料率の見通しを見直すことが法律で定められており、この作業のこ
とを財政再計算といいます。本年９月に、この財政再計算が地方公務員共済組合連合会におい
て総務大臣の定める算定方法に基づいて行われました。 

　その結果、保険料率は、本年９月からこれまでの引上げ幅と同率の3.54‰を毎年引上げていき、
平成35年９月に最終保険料率198.00‰に到達する見通しとなりました。 
 
総務大臣の定める算定方法の骨子 
●財政再計算は、平成21年９月１日において行う。 
●賃金上昇率、物価上昇率、運用利回りは、厚生年金の財政検証と同じ率を見込む。 
●財政均衡期間の終了時は平成117年度末とし、その時点で必要な積立金は、地共済と国共済
を合わせた支出額の１年分の額を保有することとして、保険料率及び財政の見通しを作成
する。 
●保険料率については、毎年９月に引き上げることとし、平成21年９月より国共済の保険料
率と同一とする。また、引上げ幅については、厚生年金の引上げ幅を参考とする。ただし、
厚生年金の引上げ幅を下回らない。 
●地共済の将来の組合員数については、日本の将来推計人口等を基礎として、原則としてそ
の生産年齢（15 ～64歳）人口に対する比率が一定であるものとして見込む。 
ただし、最近の組合員数の減少傾向を反映させるため、平成26年度までの間は、平成19年
度以前の３年間の組合員数の減少傾向が続くものとして組合員数を見込む。 

●基礎年金拠出金の負担に要する費用の公的負担の額は、公的負担割合について２分の１と
して見込む。 
 
保険料率 （千分比） 
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平成21年9月に 
　　地共済は0.354％ 
　｛国共済は0.129％　引き上げ、 
地共済と国共済の保険料は 
同一となる　　　　　15.154％ 

19.8％（平成35年9月～） 

18.3％（平成29年9月～） 
厚生年金 

（＋0.354％） 

地共済・国共済 
（＋0.354％） 

14.8％ 

15.3515.35％ 15.35％ 
15.02515.025％ 15.025％ 

組合員数、年金受給者数及び年金扶養比率の見通し 
　組合員数は、原則として日本の将来推計人口における生産年齢人口を基礎として見込むこと
とされており、平成22年度の390万人が、平成117年度には107万人にまで減少すると見込まれま
す。 
　年金受給者数のうち退年相当の受給者数（注１）は、平成22年度では251万人ですが、地方公
務員共済組合は、構成割合の多い50歳代の組合員が、順次、年金の支給開始年齢に達すること
によって、５年後の平成27年度には274万人まで急激に増加し、その後は徐々に減少して、平成
117年度には107万人になると見込まれます。 
　年金扶養比率（注２）は、平成22年度の1.55人から年々低くなっていき、平成87年度に0.93人
まで低下し、平成117年度には1.00人になると見込まれます。 

（注1）組合員期間が25年以上ある退職共済年金受給者数と、退職年金・減額退職年金受給者数の合計 

（注2）退年相当の受給者１人を何人の組合員で支えているかという指標 

 

保険料率（総報酬ベース）の見通し 
　保険料率の毎年の引上げ幅は、組合員の毎年の負担増と将来の負担増との均衡を配慮する必
要があることなどから、最低限である3.54‰としています。保険料率は、現行の148‰を、本年
９月から毎年引き上げていき、平成35年９月に198‰となり、その後は一定となります。 
　この最終保険料率は、前回は188‰でしたので、1.0ポイント高くなったわけですが、この要
因としては、 

１．報酬比例部分のマクロ経済スライド（注）が、前回と比べて、調整期間が短く、累積のスラ
イド調整率が低かったこと。 

２．平均余命が伸びて、年金の受給期間が長くなったこと。 

３．将来の組合員数の見込みが、少なくなっていること。 

などがあります。 

（注）厚生年金では保険料率の上限が固定されているため、その収入の範囲内で給付を賄わなければなりません。そのため、

収入に見合うように給付水準を自動調整することとされており、これをマクロ経済スライドといいます。 

保険料率の推移 
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出 　 産 　 費  
家 族 出 産 費  
出 産 費 附 加 金  
家族出産費附加金 
合 　 計 　 額  

38万円（35万円） 
 

6万円 
 

44万円（41万円） 

出 産 費  
家 族 出 産 費  
出 産 費 附 加 金  
家族出産費附加金 
合 計 額  

42万円（39万円） 
 

2万円 
 

44万円（41万円） 

 

休 業 中 支 給  

6 月 後 支 給  

合 計  

給 付 率  
30％ 
20％ 
50％ 

 

休 業 中 支 給  

6 月 後 支 給  

合 計  

給 付 率  
50％ 

休業中支給へ統合 
50％ 

給 付 種 別  支 給 額  給 付 種 別  支 給 額  

支 給 区 分  支 給 区 分  

出産費及び出産費附加金等の変更のお知らせ 

育児休業手当金の変更のお知らせ 

　出産費・同附加金、家族出産費・同附加金について、制度改正に伴い、支給額や請求方法が次のとお
り変更になります。 
 
支給額の変更内容 
《現在の支給額》　　　　　　　　　　　　　　　《改正後の支給額》 
 
 
 
 
 

※（　）の金額は、産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合等の支給額です。 

※在職中の組合員が請求する場合、支給額の合計に変更はありません。（退職後６ヶ月以内に出産した元組合員が

請求する場合のみ、附加金の支給が無いため、出産費の支給額が増えることとなります） 

 
請求方法の変更内容 
　現在、出産費等の請求については、出産後、組合員が当共済組合へ請求書を提出することにより支給
されることとなっています。 
　今回の改正に併せて、組合員と医療機関が契約を結ぶことにより、医療機関が当共済組合へ出産費の
請求をすることが可能となる、「直接支払制度」が新たに導入されます。 
　「直接支払制度」を活用すると、出産費・家族出産費の額を上限として、出産費用を当共済組合が医
療機関へ直接支払い、組合員は残る差額分のみを医療機関に支払うこととなります。 
　出産費用が出産費・家族出産費の金額に満たない場合の差額や附加金は、申請により当共済組合から
別途組合員へ支払います。（請求方法等の詳細は、別途お知らせします） 
　なお、「直接支払制度」を活用しない場合は、従来の方法により、当共済組合へ請求してください。 

変更時期 
　今回の改正及び変更は、平成21年10月１日から平成23年３月31日までの出産が対象になります。 
 
 
 
 
　育児休業手当金について、制度改正に伴い、給付率が次のとおり変更になります。 
 
給付率の変更内容 
《現在の給付率》　　　　　　　　　　　　　　　《改正後の給付率》 
 
 
 
 
 
変更時期 
　平成22年４月１日 
　　　 平成22年３月31日までに育児休業を開始した方については、 
　　〔 現行どおりの取り扱いとなります。　　　　　　　　　　 〕 
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上 位 所 得 者  
現役並み所得者  
一 般  

70～74歳の自己負担限度額 

67万円（89万円） 
 

56万円（※）（75万円） 
31万円（41万円） 
19万円（25万円） 

70歳未満の自己負担限度額 

126万円（168万円） 
 

67万円（89万円） 

34万円（45万円） 低所得者 Ⅱ 
Ⅰ 

発　行　月 
6月（配付済） 
9月　※ 
12月 
翌年3月 

記載している主な診療月 
2月～3月診療 

4月～6月診療 ＋ 1月診療 
7月～9月診療 
10月～12月診療 

区　　　　　分 

高額介護合算療養費の支給が始まります 

「医療費のお知らせ」について 

　平成20年４月の法改正により、１年間に世帯で負担した医療、介護の自己負担額（高額療養費等の還付金支給後
の負担額）の合計額が、一定基準以上となった場合、高額介護合算療養費が支給されることとなりました。 
　計算期間は前年８月１日から当年７月31日までとなっており、その間に負担した医療、介護の自己負担額（医療、
介護両方の負担が必要です）の合計額が下記表の金額を超えた場合、合計額から下記表の金額を控除し、その差額
が500円を超える場合に支給されることとなります。 
　請求については、７月31日現在に加入している医療保険者（在職中の方については当共済組合になります）に請
求することとなっていますが、支給については、支給額を各医療保険者、介護保険者での負担額に応じて按分し、
それぞれの保険者から支給されます。 
　平成21年７月分の医療費還付金の支給が平成21年10月13日になるため、それ以降に、当共済組合へ請求してくだ
さい。 
 
 
 
 
 
※の金額は、本来は62万円ですが、高齢受給者の一部負担金軽減措置により平成22年７月31日までは56万円となります。 

　今年度の請求については、制度開始年度の経過措置により、平成20年８月１日～平成21年７月31日の12ヶ月間
と、平成20年４月１日～平成21年７月31日の16ヶ月間との両方を計算し、支給額が多い方で支給されます。ただ
し、16ヶ月で計算する場合、支給額は（　）の金額を控除額とし、計算します。 

　当共済組合では、年４回に分けて「医療費のお知らせ」を発行しています。このお知らせは、みなさんが健康保
険で受診されたときの医療費の明細を記載したものです。 
　発行月は次のとおりです。 
 
 
 
 

※ ６月発行分に記載できなかった１月診療分については、９月発行分に記載しています。 
 
　組合員分と被扶養者分をまとめて通知しています。 
　「医療費のお知らせ」の再発行はできませんのでご注意ください。 
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内容の確認について 
　受診された医療機関等から発行される「領
収証」と見比べて確認してみましょう。 
　「医療費のお知らせ」と医療機関等から発
行される「領収証」に支払金額や受診日数な
どの相違があった場合は、当共済組合までお
問い合わせください。 

●　医療機関等に受診された時は、必ず領収
証をもらいましょう。また、単なるレシートではなく、医療費の内容がわかる「領収証」をもらい、大切に保管
しましょう。「領収証」は、医療費のお知らせと照合するだけではなく、確定申告時の医療費控除の申請を行う
時に必要となります。 
● 「医療費のお知らせ」は組合員と被扶養者のみなさまに、ご自分の受けられた治療がどのくらいの医療費にな
るのかを把握していただき、医療費についての意識と健康管理を深めていただくために実施しています。 
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窓 口 負 担 金 額  
後日支払われる  
高 額 療 養 費  
後日支払われる  
一部負担払戻金  
本 人 負 担 金 額  

150,000円 

67,570円 
 

57,400円 
 

25,030円 

通 常 の 場 合  
窓 口 負 担 金 額  
後日支払われる  
高 額 療 養 費  
後日支払われる  
一部負担払戻金  
本 人 負 担 金 額  

82,430円 

0円 
 

57,400円 
 

25,030円 

「限度額適用認定証」を使用した場合 
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入院で高額な医療費がかかりそうなときは・・・ 

短期給付のツボ！～傷病手当金～ 

　入院により、医療費が高額になった場合、基本的には窓口で医療費の３割（小学校就学前は２割・高
齢者は１割）を負担し、後日、当共済組合から還付金として高額療養費や附加給付を支給することとな
っています。しかし、還付金が支払われるまで、一時的な負担が大きくなってしまうことから、当共済
組合に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けることで、一時的に負担額を軽減することができます。 
 
（例）一般（給料月額424,000円未満）区分の組合員に500,000円の総医療費がかかった場合 
 
 
 
 
 
 
 
※「限度額適用認定証」を使用すると、窓口負担金額が「自己負担限度額」のみで済みます。ただし、後日支払わ
れる高額療養費の還付はありませんので、最終的な本人の負担金額としては同じになります。 
 
　「限度額適用認定証」は所属所を通じて当共済組合に申請書の提出が必要です。当共済組合で申請書
の受付を行った日の属する月の初日から適用となります。組合員が申請を行ってから、認定証が組合員
の手元に届くまでに10日から２週間程度かかりますので、入院する日があらかじめ分かっている場合は
お早めに申請をお願いします。 

 
 
 
 
 
　今回より、共済組合だよりの発行ごとに、短期給付制度の紹介を連載しますので、ご一読ください。
第１回は「傷病手当金」の紹介です。 
　業務外の病気やケガの療養のために働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給され
たりした場合には、組合員の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。 

◆支給額はどれくらい？また給料や年金の支給がある場合も受給できるの？ 
　支給される金額は、１日につき給料日額の2／3×1.25です。 
　給料の支給、同一の傷病での障害共済年金、障害基礎年金、障害一時金の支給、老齢及び退職を
支給事由とする年金の支給がある場合は支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少
ない場合はその金額を控除し、差額が支給されます。 

◆どれくらいの期間、受給できるの？ 
　支給期間は支給開始日から１年６カ月間です（結核性の疾病の場合は３年）。途中で復職し、再
度同一傷病で休んだ場合、復職した期間は支給期間に算入せず、復職前後の支給期間を通算して１
年６カ月間となります。なお、一度支給が開始されると、その傷病で休んでいる限りは、給料額等
が傷病手当金額を上回り、結果として傷病手当金の支給がなくなっても、支給期間には算入される
こととなります。 
　また、支給期間は１年６カ月間ですが、その内支給対象となるのは、土、日曜日を除いた平日と
祝日となります。 

◆請求は定期的に！ 
　当共済組合の給付の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間
に失われる賃金のために療養に専念できなくなることを避けることにありますので、休業保障の観
点からも、まとめて請求するのではなく、１か月単位を目安に、定期的に請求しましょう。 

vol.1
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障害共済年金について  
　在職中の病気やケガが原因で、一定以上の障害の状態になった場合に、障害共済年金を請求
することができます。 
 
　障害共済年金の請求にあたっては 
①　本市在職中に初診日があること 
②　障害認定日において１級～３級の障害の状態にあること 
が必要です。障害等級については、地方公務員等共済組合法施行令別表により定められてお
り、等級に該当するかどうかの審査が必要となりますので、障害認定日をむかえた時に所属
所を通じて当共済組合までご連絡ください。 
 
●　傷病によっては、徐々に病状が悪化していくものがあることから、障害認定日には１級～３級の障
害の状態に該当しなくても、65歳に達する日の前日までに１級～３級の障害の状態に該当した場合は、
当共済組合に請求することにより障害共済年金が支給される「事後重症制度」があります。この事後
重症制度により障害共済年金を請求する場合、年金の支給は、請求をした日の属する月の翌月からと
なりますので、障害の状態に該当したときは速やかに届け出てください。 
 
初診日 
　初診日とは、病気やケガにより初めて医師の診断を受けた日のことです。 
 
障害認定日 
　障害認定日とは、初診日から１年６月を経過した日、又はその期間に傷病が治った若しく
は症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日のことです。 
 

●　その期間に傷病が治った若しくは症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った
日の例 
①　人工透析療法をおこなっている場合は、透析を受け始めてから３ヶ月を経過した日 
②　心臓ぺースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日 
③　人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術した日 
④　人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日 
 
 
※　退職共済年金の支給開始年齢の障害特例制度について 
　昭和36年４月１日（特定消防職員の方は昭和42年４月１日）以前生まれの方で、障害等級１級～３級に
該当する場合は、退職共済年金の支給開始年齢に特例があります。この場合の障害等級は、障害を給付事
由とする年金の障害等級を指し、該当する方は、退職共済年金の支給開始年齢の特例を受けることができ
ます。また、初診日が本市在職中にないため、障害共済年金を請求することができない場合であっても、
退職共済年金の請求時点で障害の状態にあれば、この支給開始年齢の特例に該当することになります。 
 
　障害の状態にあっても請求せずにいると、時効により権利が消滅してしまうことがありますので、ご注意

ください。障害共済年金に該当する症状については、多岐にわたり複雑ですので、該当するかもしれないと

思われる方は、所属所を通じて、当共済組合までお問い合わせください。 
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住宅等貸付事業の新規貸付の休止について 
　近年、組合員の住宅貸付の利用が減少傾向にあり、とりわけ新規貸付については激減してい

る状況にあることから、住宅等貸付事業の新規貸付を次のとおり休止します。 

 

　なお、現在、組合員の住宅取得、及び現在の借入れの借り換え等を支援するための新たな融

資あっせん事業の実施を検討しております。詳細については決まり次第、改めてお知らせしま

す。 

 

 

休止対象の貸付　 

　　住宅貸付・災害貸付・介護住宅貸付 

　　※高額医療貸付及び出産貸付については、引き続き実施します。 

 

最終申込締切日 

平成21年11月30日（月）  ＜共済組合必着＞ 

※申込書は所属所へ提出してください。 

※所属所が申込書・添付書類を確認後、当共済組合へ送付されます。 

申込書、添付書類などに不備がある場合は、当共済組合への送付が遅れ申込締

切日に間に合わなくなることも考えられますので、お早めにご提出ください。 

また、所属所への提出期限に関しては、所属所へご確認願います。 

 

最終貸付実行日 

平成21年12月21日（月） 

　　 

そ の 他 

・現在、当共済組合の住宅貸付・災害貸付・介護住宅貸付を利用している組合員につ

いては、償還を継続していただきます。 

・他の共済組合で住宅等貸付を受けている方が、当共済組合に加入した場合について

は、当共済組合の条件で貸付を受けることができます。 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



三重県市町村職員共済組合の施設の公告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/ ――――――― ――――――― 

　生命の源である水・生活の場としての川を見直し、美しい

「水の都」の復興を広く伝える市民参加型イベント、それが

「水都大阪2009」です。52日間の会期中、水辺を楽しむ100

を越えるワークショップや、「灯りプログラム」、アート船

の巡航など、中之島公園がさながら夢と灯りのアイランドへ

と変貌します。また、船着場での朝市やマーケット、「北浜

テラス（大阪川床）」、市民ガイドが船クルーズやまち歩きの

案内をする「OSAKA旅∞（おおさかたびめがね）」など、水

の都大阪の魅力を満喫できるプログラムを数多く用意してい

ます。ご家族そろって、ぜひ会場へ足をお運びください。 

 

水都大阪2009 

期　　間：2009年 8 月22日（土）～10月12日（祝・月）〔52日間〕 

会　　場：中之島公園・八軒家浜周辺、水の回廊を中心とし

た大阪市内各所 

U　R　L：http://www.suito-osaka2009. jp 

お問合せ：水都大阪2009実行委員会事務局 

　　　　　　　TEL：7506―9024

水都大阪2009　開催中！ 

橋梁ライトアップ（綿橋：点灯式時のもの） 

ナイトプログラムイメージ 


